
 
 

平成２９年第４回教育委員会定例会日程 
 

日 時  平成２９年４月２５日（火） 

午後１時３０分 

場 所  北栄町図書館 研修室 

１ 開 会 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 行政報告 

   教育長、教育総務課長、生涯学習課長、図書館長、中央公民館長 

 

４ 議 案 

議案第２０号  教育委員会事務局の人事（出向）について・当日配付 

議案第２１号  北栄町教育行政評価委員の委嘱について 

議案第２２号  学校評議員の委嘱について 

議案第２３号  こども園評議員の委嘱について 

議案第２４号  小・中学校主任等の任命について 

議案第２５号  北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員

の委嘱について 

議案第２６号  北栄町立中学校部活動指導員に関する規則の制定につ 

いて 

議案第２７号 北栄町公民館のあり方検討会設置要綱の制定について 

議案第２８号 北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付

要綱の廃止について 

 

５ 協議事項 

  （１）北栄町教育振興計画について 

平成２８年度施策実績並びに平成２９年度目標について 

         ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別冊 資料１-１,-２ 

  （２）平成２９年度 こども園・小・中学校計画訪問について 

         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

  （３）第３回北栄町いじめをなくそうサミットについて・・・・・資料３ 

  （４）北栄町行政改革審議会委員の推薦について・・・・・・・・資料４ 

 

６ 報 告 

   ・平成 29年度施設工事執行計画について・・・・・・・・・ 当日配付 

・教育委員会部局の事務分担表について ・・・・・・・・・・ 資料５ 

・区域外就学の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 
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７ その他 

   ・東伯地区教育委員会連絡協議会定例総会及び東伯地区・倉吉市教育委

員会合同研修会の開催について 

      日時：平成２９年５月２６日（金）午後３時ごろから 

        （午後２時３０分から郡教育長会開催） 

   会場：三朝町役場 

  （懇親会：午後５時３０分 ブランナールみささ） 

 

   ・鳥取県市町村教育委員会研究協議会総会の開催について 

      日時：平成２９年７月１４日（金）午後２時から 

      会場：ホテルセントパレス倉吉 

 

   ・次回教育委員会  定例会  月  日（  ）午後１時３０分から 

 

８ 閉 会 
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4月行政報告 
＝教育長＝ 
◎業務内容 

３月２９日 北栄町社会福祉協議会評議委員会 

３月３０日 竹歳敏夫奨学育英会奨学金貸与式 

３月３１日 県教育長美術館報告 

４月 ２日 鴨水館入館式 

４月 ３日 辞令交付式、年度初め式 

４月 ４日 北条こども園入園式 

      小中学校転任信任教職員着任式 

      北栄町幼児教育研究会総会 

４月 ５日 北栄教育連絡会 

４月 ６日 東伯郡体育協会理事会 

４月 ７日 倉吉西高等学校入学式 

４月１０日 大栄小学校、大栄中学校入学式 

４月１１日 北栄町議会美術館調査特別委員会 

      北栄町議会行政報告会 

４月１３日 鳥取県市町村教育委員会研究協議会第２回理事会 

鳥取県町村教育長会 

第１回県・市町村教育行政連絡協議会 

 ４月１４日 竹歳敏夫奨学育英会理事会 

       鳥取県中学校体育連盟面談 

 ４月１５日 竹歳育世遺作写真展 

 ４月１７日 中部子ども支援センター監査 

 ４月１９日 中部支援センター評議員会 

       北条小学校指導要録紛失生徒報告会 

       北栄町スポーツ推進員辞令交付式 

       北条小学校指導要録紛失保護者報告会 

 ４月２０日 東伯郡教育長会 

       中部教育長会 

 ４月２１日 大栄小学校ＰＴＡ総会 

       北条中学校ＰＴＡ総会 

 ４月２２日 大栄中学校ＰＴＡ総会 

 ４月２３日 第 39回櫻杯争奪相撲選手権大会、琴櫻記念中学校相撲選手権大

会 

 ４月２４日 北栄町シニアクラブ開講式 
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第１回 教育連絡会 

平成２９年４月５日 

 

★私たちの中心にある一番の目的は 

「子どもたちのために」 

このことを忘れることなく、初心に返って 

 

★いじめ問題について 

いじめの認知は、１学期が多いので、子ども達の様子をしっかりと観察して、

兆候を見逃すことなく適切な対応をお願いします。 

・いじめの未然防止につながる指導の充実 

・いじめをする児童生徒へのストレスマネージメント 

・周囲の児童生徒にいじめへの対応を理解させる 

国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が平成２９年３月１４日で改

訂されましたので確認していただき、各校の「いじめ防止基本方針」を検証し、

年度末点検を実施し、必要な場合は見直しを行い、結果を報告してください。 

年度初めの職員会等で、方針を全員で確認し、共通認識を図ってください。 

 

★報連相＋確認 

報 良い結果も悪い結果も事実をありのまま伝える。 

連 すばやく正確に伝える。組織で情報を共有する。 

相 独断で判断せず、早めに上司に相談。相談する際は、問題点を整理して自

分で代案を考えておく。 

確認 結果の確認をしてください。 

 

★登下校時の安全確保 

保護者、地域、学校での通学路の点検、新入学児童・生徒への注意喚起を行

ってください。 

自転車運転ルールの徹底（ヘルメット着用、併走禁止）を図ってください。 

通学路見守りボランティア、こどもかけこみ１１０番への協力依頼をしてく

ださい。 

自転車損害賠償保険などへの加入促進を図ってください。 
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○学校・園運営、経営方針等について 

北栄町教育大綱、北栄町教育振興計画を熟読して、学校・園の運営方針、経

営方針、自己申告書を作成してください。 

出来次第、評価面談を行いたいので提出してください。 

○不登校・問題行動対策について 

不登校・不登校傾向など配慮の必要な児童生徒に対し、小・中での情報を共有

し、支援・指導をお願いします。 

小→中、学年毎の引継ぎを確実に行ってください。 

今年度スクールソーシャルワーカーを配置しますので活用してください。 

 

〇教職員からの駐車協力金の納入について（お願い） 

３月２４日付けで表記のお願いをしました。納入をお願いします。納入方法

については、学校教育室と協議してください。 

 

〇フッ化物洗口の検討について 

昨年度から検討を進めているところですが、２月の教育委員会において「学

校保健委員会」で議論していただくこととなったため協力をお願いします。 

 

〇学校事務補佐員、学校図書補佐員、ＩＣＴ教育活動支援員、特別支援教育補

佐員、加配保育教諭について 

今年度も上記の町費負担職員を配置しますので、それぞれその職種にあった

業務を担当させてください。 

特別支援教育補佐員が未配置の学校があります。事務局でも探しますが、心

当たりがあれば声かけをお願いします。 

 

〇教育保育環境の整備について 

教室や体育館のＬＥＤ工事などを予定しています。協力をお願いします。 

北栄町人権を尊重するまちづくり推進計画の改定、地域副読本、保・こ・小・

中・高連携推進計画、家庭教育・家庭学習の手引き、英語教育活動計画の策定

協力をお願いします。 

 

○春の全国交通安全運動について 

明日から１５日まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。 

運動の重点 

１ 子どもと高齢者の交通事故防止～事故にあわない、おこさない～ 

２ 歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 

  （自転車については、特に自転車安全利用五則の周知徹底） 

３ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正 

しい着用の徹底 
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４ 飲酒運転の根絶です。新学期が始まったこの時期をとらえて、新入学児童・

生徒への注意喚起、自転車運転ルールの徹底（ヘルメット着用、併走禁止）

を図ってください。 

 

 

＝教育総務課＝ 
１ 北条小学校における指導要録の紛失について  

 北条小学校平成 22年度入学の児童 70人分（76人中）の指導要録の紛失が判明。3月

31 日、午後 5 時から倉吉市役所内で記者会見を行い、経緯を報告するとともに、謝罪

を行いました。報告内容については、別紙のとおり。 

 また、4 月 19 日には、北条中学校で該当生徒に、北条小学校で保護者にそれぞれ経

過の説明と謝罪を行いました。 

 

２ 平成 29年度全国学力・学習状況調査について 

４月 18日、平成 28年度全国学力・学習状況調査が小学６年生と中学３年生の児童生

徒を対象に全国一斉に行われ、本町に於いても小学６年生 127 人（北条小 68 人、大栄

小 59人）、中学３年生 122人（北条中 61人、大栄中 61人）が国語、算数・数学の問題

に臨みました。国による結果の公表は 8月上旬の予定です。 

 

■学校行事について  

 今年度の各学校の修学旅行は次のとおりです。 

・４月25日～（２泊３日） 北条中学校３年生  行き先：京阪神 

・４月26日～（２泊３日） 大栄中学校３年生  行き先：東京 

・４月27日～（１泊２日） 大栄小学校６年生  行き先：広島 

・10月５日～（１泊２日） 北条小学校６年生  行き先：広島 

 

入札日 工事名等 内 容 
指 名 

業者数 

入札回数 予定価格 期間

等 落札業者 契約金額 

（担当課：教育総務課課） 

3/29 

大栄小学校プ

ールろ過機取

替工事 

ろ過機の更新 

5 

1 15,000,000 
3/31

～

5/26 
(株)ヨシム

ラ 

14,688,00

0 

4/17 

大栄中学校体

育館ステージ

床面・壁補修

工事 

体育館ステー

ジ床、壁の補

修工事 
5 

1 2,527,200 
4/18 

～

5/31 
ハウジング

松栄(有) 
2,178,943 
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＝生涯学習課＝ 
１ 北栄スポーツクラブジュニアクラブ活動開始式について 

  日 時 4月 1日 午後 7時～ 

場 所 北条Ｂ＆Ｇ海洋センター 

参加者 約 500人（子ども、保護者、指導者） 

概 要・事前に指導者会議開催（午後 6時 30分～） 

   ・理事長から、ジュニアクラブの活動目的と発達段階に応じた活動をするこ

とを子ども、保護者、指導者に対しお願いする。 

   ・指導者が、それぞれ抱負などをみんなに向けて発言 

   ・開始式終了後、各ジュニアクラブが打合せ 

 

２ 高校生マナーアップさわやか運動について 

  期 間 4月 11日（火）～14日（金） 

  場 所 下北条駅、コナン（由良）駅 

  参加者 のべ 68人 

  概 要・列車通学する高校生、通勤者等に対し、あいさつをし、マナーアップの啓

発を行う。 

     ・更生保護女性会、民生児童委員、婦人会、鉄道ＯＢ、倉吉警察、育英高教

職員が対応 

 

３ 北条歴史民俗資料館企画展について 

  期 間 4月 14日（金）～5月 7日（日） 

  場 所 北条歴史民俗資料館 

  概 要・2017郷土の作家たち「竹歳育世遺作写真展」 

     ・ギャラリートーク 竹歳雅秀氏（4/15 午後 1時 30分～） 

     ・81歳までシャッターを押し続けた北栄女性写真家 

 

４ 鳥取中央育英「地域探究の時間」について 

  日にち 4月 19日、5月 24日、7月 5日、9月 6日 

概 要・担当テーマ「北栄町の魅力的な文化の発信と活用」 

   ・メイン素材「由良台場、六尾反射炉」 

   ・全国に誇れる文化財を発信し、活用することで保護につなげていく。 

   ・2年生 12名が探究する 

５ 北栄町スポーツ推進委員協議会について 

  日 時 4月 19日 午後 6時～ 

場 所 グリーン大栄 

概 要・任期満了に伴う新委員（25名）による初会議 

   ・役員改選 

   ・平成 29年度事業計画 
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６ 今後の予定について 

（１）北栄てくてくウオーキング 船上山桜ウオーク 

 期 日 4月 22日（土）午前 9時 15分スタート（8時 45分受付開始） 

   場 所 琴浦町以西公民館前集合 

 概 要・コースは以西公民館から船上山少年自然の家（約５ｋｍ） 

     ・マイクロバス利用の方は、大栄庁舎前集合（午前 8時 15分発） 

 

（２）北栄町第 30回すいか・ながいも健康マラソン大会 

 期 日 ６月 18日（日）午前 8時 50分開会 

   場 所 お台場公園多目的広場 

 

 

【特徴的な事項】 

・第 30回すいか・ながいも健康マラソン大会応募状況 約 4,700名 

入札日 工事名等 内 容 
指 名 

業者数 

入札回数 予定価格 期間

等 落札業者 契約金額 

（担当課：生涯学習課） 

4/4 

すいか・なが

いも健康マラ

ソン大会 T シ

ャツ作成業務 

すいか・なが

いも健康マラ

ソン大会 T シ

ャツ作成 

5 

1 2,655,000 

4/5～

6/2 
勝美印刷㈱ 2,458,334 

 

                 

 

 

＝図書館＝ 
1 自閉症啓発パネル展について  

  期 間 3月 17日（金）～4月 12日（水） 

  場 所 図書館玄関ロビー＆１階フロア 

  概 要 4月 2日の「世界自閉症啓発デー」に合わせ、自閉症をはじめとする発達

障がいへの理解を深める機会とする。合わせて、関連本を展示し貸出につなげる。 
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２ 大栄中学校絵本のポップ展示について 

  期 間 3月 18日（土）～4月 6日（木） 

  場 所 図書館 1階フロア 

  概 要 大栄中学校の生徒が、国語の授業の一環で絵本のポップを作成。学校内に

展示後、図書館で展示をし、読書推進と利用促進を図る。合わせて、「今

こそ絵本を！」事業も周知する。 

 

３ 図書館ボランティアについて 

  募集期間 29年 3月 14日（火）～4月 15日（土） 

  業務内容 本の返却、棚の整理、本の補修、新聞の整理、資料のスクラップなど 

       ※業務時間や日程については相談に応じる。 

 

４ あたまイキイキ音読教室について 

  日 時 4月 20日(木) 午前 10時 30分～ 

  場 所 図書館 2階 研修室 

概 要 音読（手遊び、歌、童話など）を参加者全員で声に出して読む。 

     関連図書の展示コーナーの設置 

  参加者  名 

５ 今後の予定について 

（１）祝日開館について   

  日 時  29年 5月 3日（水）～5日（金） 

  開館時間 9:30～17:30 

 

（２）こどもの読書週間について 

  期 間 29年 4月 23日～5月 12日 

  場 所 図書館 1階フロア 

  概 要  

 

（３）あたまイキイキ音読教室について 

  日 時 5月 18日(木) 午前 10時 30分～ 

  場 所 図書館 2階 研修室 

概 要 音読（手遊び、歌、童話など）を参加者全員で声に出して読む。 

     関連図書の展示コーナーの設置 

 

【特徴的な事項】      

 １ 図書館の貸出状況等について 
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   平成 29年 3月分の貸出等実績 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

＝中央公民館＝ 
１ 中央公民館ロビー展について 

日 時 4月 1日（土）～30日（日） 

場 所 中央公民館 ロビー 

 概 要 ・文化教室「油絵教室」 ～作品展～ 

 

２ 北栄文芸（第 46号）の発刊について 

 期 日 4月 10日（月） 

 部 数 300部（1部：200円） 

 概 要 作品数 64作品 56名 

 その他 次号「北栄文芸（第 47号）」 

発刊予定  7月 10日（月） 

募集締切日 6月 10日（土） 

 

３ 平成 29年度シニアクラブについて 

（１）自治会世話人会 

 期 日 4月 17日（月）午前 9時 30分～午前 10時 30分 

 場 所 中央公民館 大研修室 

 参加者 名 

 概 要 ・自治会世話人・運営委員の役割 

     ・運営委員の選出 

会 長 道祖尾良子（由良宿 1区） 

副会長 長谷川孝司（西高尾）、大上 清子（みどり 1区） 

・平成 29年度年間事業の確認 

・4月 24日開講式開催と会員随時募集 

  利用者人数（人） 貸出冊数（冊） 

3月分 

（前年分） 

図書館 1,628 

  (1,675) 

5,629 

（5,864） 

北条分室 629 

（685） 

 2,251 

（2,435） 

累計 

平成 28年 

（平成 27年） 

図書館 17,441

（18,752） 

62,312 

（67,473） 

北条分室 7,455 

（7,628） 

26,985 

（26,138） 
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（２）開講式 

日 時 4月 24日（月） 午後 1時 30分～午後 4時 

場 所 中央公民館 講堂 

参加者 名 

 概 要 ・講演①「町政について」 松本町長 

     ・講演②「いすに座って、元気になる体操を学ぼう！」 

           わくわくどきどきステーション 代表 小泉 和子 氏 

 

４ 平成 29年度北栄町文化団体協議会との連携について 

日 時 4月 10日（月） 午後 7時～午後 8時 

場 所 中央公民館 講堂 

 概 要 文化団体協議会・文化教室との連携協力依頼 

     ・美術展・公民館まつり・ロビー展示への協力 

     ・文化教室成果還元補助金の活用 

     ・協議会加盟団体・文化教室生の新規加入促進活動の実施 

     ・新規事業：文化活動加入促進事業 

 

５ 今後の予定について 

・中央公民館ロビー展について 

日 時 5月 3日（水）～31日（水） 

     ※ 3日（水）～5日（金）までは特別展示実施 

場 所 中央公民館 ロビー 

 概 要 ・文化教室「愛草会」～春の山野草展～ 

 

・北条民芸実習館講座について 

「第１回陶芸教室」 

日 時 5月 14日（日）午後 2時～午後 4時 

概 要 土ひねり成形 

日 時 5月 28日（日）午後 2時～午後 4時 

概 要 色付け 

     講師 松本 優佑 氏 

「第１回木工教室」 

  日 時 5月 25日（木）午前 9時～正午 

  概 要 木工機械を使ったオリジナル作品づくり 

       講師 中川 端月 氏 

「第１回水墨画教室」 

  日 時 5月 28日（日）午前 9時～正午 

  概 要 色紙に季節の花などを描く 

       講師 中川 端月 氏 
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・シニアクラブ学習について 

  総  合 5月 8日（月）午後 1時 30分～午後 3時 

健康講座「めざせ！健康ライフ。 

健康寿命を延ばそう！～シナプソロジーと姿勢」 

 講師 姿勢運動指導士 熊谷 春美 氏 

    シナプソロジーインストラクター 垣田 千代 氏 

  コース別 5月 22日（月）午後 2時～午後 4時 

 パソコンほか 8コースの学習 

 

・青少年育成講座おもしろまなびタイムについて 

（１）地域との連携事業「地域を知ろう！「土下山」編」 

  日 時 5月 10日（水）午後 3時 30分～午後 5時 

  場 所 土下山 

  共 催 土下楽しもう会 

  内 容 「土下山」を散策しながら山菜観察や天ぷら、しおりづくり 

        講 師 土下 磯江茂秋さんと岸田泰彦さん 

（２）「七宝焼でキーホルダーをつくろう！」 

  日 時 5月 10日（水）午後 3時 30分～午後 5時 

  場 所 中央公民館 講堂 

  講 師 中部ものづくり道場 代表 岡本 尚機 氏 

（３）「めざせ！さつまいも大収穫祭！①はたけになえをうえよう。」 

  日 時 5月２４日（水）午後 3時 30分～午後 5時 

  場 所 中央公民館 講堂 

  講 師 地域ボランティア 岸田 泰彦 氏 

 

６ 工事等の発注について  

                     （単位：円） 

入札

日 
工事名等 内 容 

指 名 

業者数 

入札回数 予定価格 
期間等 

落札業者 契約金額 

3/27 

大栄分館震

災被害修繕

工事 

外回側溝、屋

外階段、外

壁・内壁クラ

ック修繕 

6社 

1回 14,882,400 3/31 

～ 

9/30 ㈱北和 14,558,400 
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議案第２１号 

 

 

北栄町教育行政評価委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町教育行政評価委員に委嘱したいので、北栄町教育長に対する

事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

平成２９年度北栄町教育行政評価委員 

 

氏 名 住 所 備 考 

野津
の つ

 伸
しん

治
じ

 倉吉市福庭 854番地 鳥取短期大学教授 

手島
て し ま

 寿
とし

恵
え

 北栄町上種 458番地 （地域） 

津島
つ し ま

 望
のぞみ

 北栄町弓原 321番地 3 （保護者） 

任 期  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

【参考資料】 

●北栄町教育行政評価委員会設置要綱 

(組織) 

第３条 委員会は、委員３名をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のあるものから北栄町教育委員会が委嘱する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 
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議案第２２号 

 

 

学校評議員の委嘱について 

 

 

次の者を学校評議員に委嘱したいので、北栄町立小学校及び中学校管理規則

第３６条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　学校評議委員名簿

　（小学校関係）

　　NO 学校評議員名 住　所 備　考

1 三村　章雄 北栄町土下１８２番地 地元在住・寺院住職

2 岩間　宗徳 北栄町米里９２９番地 地元在住・自営業

3 横濱恵美子 北栄町下神５５１番地 元教員

　　NO 学校評議員名 住　所 備　考

1 前田　誠二 北栄町六尾４１８    有識者　ＪＡ営農センター長

2 前田　昌子 北栄町原８６９ 大栄小学校ＰＴＡ副会長

3 中村　浩之 倉吉市福庭１－３ 有識者　税理士

4 松田真理子 北栄町大谷２１１２－７５ 大谷こども園園長 

5 武田　基資 北栄町由良宿340 大栄中学校教務主任 

 （中学校関係）

　　NO 学校評議員名 住　所 備　考

1 三村　章雄 北栄町土下１８２番地 寺院住職

2 岸田　泰彦 北栄町土下１８６番地 元小学校校長

3 志真　法子 北栄町国坂１７３１番地６ ＰＴＡ副会長

4 小林　幸平 倉吉市小田２０４番地５ 倉吉総合産業高等学校副校長

5 岡　裕一 北栄町国坂６８０番地　 北条小学校教頭

　　NO 学校評議員名 住　所 備　考

1 生原　幸枝 北栄町六尾４０７番地　 元中学校、高校教職員

2 中川　　昇　 北栄町西高尾１２８６番地　 元中学校長

3 助谷智恵美 北栄町亀谷１０１０番地５　 元こども園園長

4 御舩　斎紀 北栄町由良宿２９１番地１　 鳥取中央育英高校長

5 岡崎　　坦　 北栄町六尾４２１番地２　 元会社役員

　　学校名 ： 北栄町立北条小学校

　　学校名 ： 北栄町立大栄小学校

　　学校名 ： 北栄町立北条中学校

　　学校名 ： 北栄町立大栄中学校
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議案第２３号 

 

 

こども園評議員の委嘱について 

 

 

次の者をこども園評議員に委嘱したいので、北栄町立認定こども園管理規則

第３８条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



ＮＯ 園評議員名 住　所 備　考

1 田村　勲 北栄町江北７４０－２７
倉吉東保育園倉吉東デイケアー
センタースーパーバイザー

2 岡　裕一 北栄町国坂６８０ 北条小学校教頭

3 小林　幸子 北栄町国坂２７９ 元保育所長

4 副田　幸治 北栄町田井 北条こども園ＰＴＡ会長

5 森田　秀子 北栄町江北４９３－７
民生委員、主任児童委員
（北条こども園第三者委員）

ＮＯ 園評議員名 住　所 備　考

1 谷岡　靖夫 北栄町由良宿１６６７－１ 大誠こども園ＰＴＡ会長

2 中本　豊 北栄町瀬戸９－５ 元中学校校長

3 斉木　宏寿 北栄町由良宿２１３ 大栄小学校教頭

4 山信賀津子 北栄町国坂１９８ 元保育所長

5 遠藤倭文子 北栄町亀谷３０１－１ 元県立皆成学園職員

ＮＯ 園評議員名 住　所 備　考

1 小椋　照良 北栄町由良宿 859－2 主任児童委員・前東伯中学校長

2 道祖尾　広光 北栄町由良宿 1568－１ 地元自治会代表

3 楯身 久美子 北栄町由良宿 1594 大栄中学校心の教育相談員

4 斉木　宏寿　 北栄町由良宿 213番地 大栄小学校教頭

5 山本　美樹 北栄町由良宿 1123－6 元由良こども園PTA会長

ＮＯ 園評議員名 住　所 備　考

1 塚本　徳明 北栄町大谷1371 地元自治会代表

2 斉木　宏寿 北栄町由良宿 213番地 大栄小学校教頭

3 福山　直子 北栄町大谷1２７９ 地域有識者

4 松田　真純　 北栄町大谷１２７０ 元大谷こども園PTA会長

5 遠藤　万里子 北栄町亀谷269 元保育所長

　　 園名： 北栄町立由良こども園　　　　　　 

　　園名 ： 北栄町立大谷こども園

　　園名 ： 北栄町立大誠こども園

平成２９年度　 こども園評議員名簿

　　 園名： 北栄町立北条こども園　　　　　　 
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議案第２４号 

 

 

小・中学校主任等の任命について 

 

 

次の者を小・中学校主任等に任命したいので、北栄町教育長に対する事務委

任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 
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平成２９年度北栄町立小・中学校主任等 

 

分 掌 名 
北条小学校 大栄小学校 

氏 名 氏 名 

教務主任 中川 由紀子 福澤 紀子 

第１学年主任 多田 恭子 岩森 邦彦 

第２学年主任 中村 和美 佐々木 美幸 

第３学年主任 秋山 武士 櫻井 志津恵 

第４学年主任 笠見 知枝 福嶋 猛 

第５学年主任 山根 三千代 谷口 あけみ 

第６学年主任 山名 健 竹本 和博 

保健体育主事 谷本 和俊 竹本 和博 

人権教育主任 高田 直樹 堀 真名美 

生徒指導主任 笠見 知枝 遠藤 喜美啓 

司書教諭 多田 恭子 福澤 紀子 

衛生推進者 岡 裕一 斉木 宏寿 

防火管理者 岡 裕一 斉木 宏寿 

 

分 掌 名 
北条中学校 大栄中学校 

氏 名 氏 名 

教務主任 松本 昭範 武田 基資 

第１学年主任 吉田 幸平 妙泉 直子 

第２学年主任 進木 正貴 濵橋 喜和 

第３学年主任 山根 英二 岡本 基晴 

保健体育主事 谷口 眞弓 長見 圭司 

人権教育主任 中尾 智則 横山 義紀 

生徒指導主事 福山 大典 吉田 篤 

進路指導主事 山根 英二 岡本 基晴 

司書教諭 山口 則子 河本 良子 

衛生推進者 桑本 康昭 笠見 隆志 

防火管理者 桑本 康昭 笠見 隆志 

 

任 期 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 
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【参考資料】 

●北栄町立小学校及び中学校管理規則（抜粋） 

 

(教務主任等) 

第26条 学校に、教務主任、学年主任、保健体育主事及び人権教育主任を置く。ただし、

特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 

２ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について

連絡調整及び指導、助言に当たる。 

３ 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整

及び指導、助言に当たる。 

４ 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向

上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

５ 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連

絡調整及び指導、助言に当たる。 

６ 第１項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又

は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。 

(生徒指導主事) 

第27条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置か

ないことができる。 

２ 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項

について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

３ 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれ

を命ずる。 

(進路指導主事) 

第28条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置か

ないことができる。 

２ 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関

する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

３ 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを

命ずる。 

(その他の主任等) 

第29条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置

くことができる。 

２ 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。 

(主任等の任期) 

第34条 第26条から第31条までに定める主任等の任期は、４月１日から翌年の３月31日ま

でとし、再任を妨げない。 

２ 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。 

(衛生推進者) 

第34条の２ 学校に衛生推進者を置く。 

２ 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の安全又は衛生のための教育の実施に関する

事項、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項をつかさどる。 

３ 衛生推進者は、当該学校の教頭又は教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が

これを命ずる。 

(防火管理者) 

第59条 学校に防火管理者を置く。 

２ 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。 

３ 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見

を聴いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。 

４ 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第８条第１項に定める

防火管理上必要な業務を行う。 
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議案第２５号 

 

 

北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員に委嘱したい

ので、北栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を

求める。 

 

 

  平成２９年４月２５日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  別本 勝美 

 

 

記 

 

 

北栄町社会教育委員兼北栄町公民館運営審議会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 構 成 等 

１ 小木 寛治 大栄小学校長 学校教育関係者 

２ 牧野 厚志 北条中学校長 学校教育関係者 

３ 和田 裕典 北条小学校ＰＴＡ代表 社会教育関係者 

４ 川本 章士 大栄中学校ＰＴＡ代表 社会教育関係者 

 

任 期  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 
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議案第２６号 

 

北栄町立中学校部活動指導員に関する規則の制定について 

 

 

北栄町立中学校部活動指導員に関する規則を制定したいので、北栄町教育長

に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 
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北栄町教育委員会規則第 号 

 

北栄町立中学校部活動指導員に関する規則 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、北栄町立中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動

（学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する部活動指

導員（以下「指導員」という。）について、その職務その他必要な事項を定めることによ

り、部活動の指導体制の充実を図ることを目的とする。 

(任命) 

第 2 条 指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、か 

つ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が校長の意見を聴 

いて任命するものとし、その身分は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 3 条 

第 3 項第 3 号に定める職員とする。 

(職務) 

第 3 条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われ

る部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に

掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が

行うことを妨げない。 

 (1) 実技指導 

 (2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導 

 (3) 学校外での活動（大会・練習試合等）の引率 

 (4) 用具・施設の点検・管理 

 (5) 部活動の管理運営 

 (6) 保護者等への連絡 

 (7) 年間、月間指導計画の作成 

(8) 生徒指導に係る対応 

 (9) 事故が発生した場合の現場対応 

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず指

導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第 7 号から

第 9 号に定める職務を命じることとする。 

(服務) 

第 4 条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに北栄町教育委員

会の定める規則及び規程に従わなければならない。 

2 指導員は、指導に当たり適切な練習時間及び休養日を設けなければならない。 

3 指導員は、生徒、保護者の信用を損なうような行為をしてはならない。 

(期間及び回数) 

第 5 条 指導員の勤務期間は、任命の時から当該年度の 3 月 31 日までとする。ただし、関

係団体等との協議により勤務期間を延長することができる。 
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2 1 回の指導時間は 2 時間程度とする。 

3 指導回数は、校長が必要と認める回数とする。 

(研修) 

第 6 条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければな

らない。 

(分限) 

第 7 条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを免職することが

できる。 

(1) 生徒の人格を傷つける言動や体罰を行った場合 

(2) 生徒、保護者の信用を損なうような行為を行った場合 

(3) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適性を欠く場合 

(報酬) 

第 8 条 指導員の報酬の額は、指導 1 回当たり 2,650 円とし、1 回の指導が 2 時間を超える 

場合は、その 2 時間を超えた時間に対して 1 時間当たり 1,325 円を支給する。ただし、 

1 日 6 時間を限度とし、年間の総額は 10 万円を上限とする。 

(費用弁償) 

第 9 条 指導員が指導者研修会に参加した場合には、年間 1 回に限り費用弁償を支給する。

支給額については、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例(平成 17 年北栄町条例第 38 号)の規定を準用する。 

(災害補償) 

第 10 条 指導員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は職務による負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいとなった場合においては、その指導員又

はその者の遺族に対し労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）により、その損

害を補償する。 

(その他) 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成 29 年 4 月 25 日から施行する。 
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議案第２７号 

 

北栄町公民館のあり方検討会設置要綱の制定について 

 

 

北栄町公民館のあり方検討会設置要綱を制定したいので、北栄町教育長に対

する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



 
 

北栄町教育委員会告示第  号 

 

北栄町公民館のあり方検討会設置要綱 

 

 （目 的） 

第１条 地域住民の多様な学習機会の提供及び生涯学習を支援する社会教育施設「公民館」

について、平成 17 年 10 月の北栄町誕生から一定期間が経過し、また、施設の老朽化も

進んでいることから、将来のまちづくりを見据えながら今後の公民館のあり方を検討す

るため、北栄町公民館のあり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 （内 容） 

第２条 検討会は、現在の公民館の状況や課題等を踏まえ、今後の公民館の役割・機能及

び運営方法等について検討し、町長及び教育委員会に提言する。 

 （組 織） 

第３条 検討会の委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 社会教育関係者 

（３） 地域自治会関係者 

（４） 地域づくり・地域の教育に関心のある者 

２ 前項の規定により委嘱する委員の人数は、５人以内とする。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、平成３０年３月３１日までとする。ただし、任期中であってもそ

の本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会 長） 

第５条 検討会に会長及び副会長（以下、「会長等」という。）を置く。 

２ 会長は、委員の中から教育長が指名する。副会長は、会長が委員の中から指名する。 

３ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

 （会 議） 

第６条 会長は、検討会の会議を招集し、その議長となる。ただし、第１回目に開催する

検討会は、教育長が招集する。 

２ 検討会は，委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、検討会に関係者の出席を求め，その意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第７条 会議は，原則としてこれを公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合で、

教育長が公開しないと決めたときは、この限りではない。 
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（１） 会議を公開することにより公正かつ円滑な検討会の進行が著しく損なわれると認

められる場合 

（２） 北栄町情報公開条例(平成 17 年北栄町条例第 13 号)第 7 条各号に該当すると認め

られる情報について意見交換を行う場合 

（事務局） 

第８条 検討会の事務は、中央公民館が行う。 

 （委 任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 29年 4月 26日から施行する。 

２ この要綱は、平成 30年 3月 31日限りで、その効力を失う。 
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議案第２８号 

 

北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付要綱の廃止につい 

て 

 

 

北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付要綱を廃止したいので、

北栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

平成２９年４月２５日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 
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北栄町教育委員会訓令第  号 

 

 

北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付要綱を 

廃止する要綱 

 

 

北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付要綱（平成 23年北栄町

教育委員会訓令第７号）は、廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 29年４月 26日から施行する。 
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○北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金交付要綱 

平成23年３月30日 

教育委員会訓令第７号 

(趣旨) 

第１条 北栄町由良川イカダレース大会実行委員会補助金(以下「本補助金」と

いう。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

(交付目的) 

第２条 本補助金は、北栄町由良川イカダレース大会実行委員会が実施する事

業を支援することにより、河川の素晴らしさを次世代に残す取組みを推進し、

地域活動の活性化と連帯感の醸成を図ることを目的として交付する。 

(補助金の交付) 

第３条 本補助金の交付額は、前条の事業に要する次に掲げる経費の総額以下

とし、予算の範囲内において交付する。 

(１) 報償費 

(２) 需用費 

(３) 役務費 

(４) 委託料 

(５) 使用料及び賃借料 

(６) その他町長が特に必要と認める経費 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 
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平成２９年度北栄町教育委員会 こども園計画訪問の実施について 

 

    

北栄町教育委員会 

 

     

１. こども園規模 

     

 園名 園児数 学 級 数  
職 員 数  

(調理師を含む) 
備 考  

 北条こども園 １９５ １１ ４１   

 大誠こども園 １２８ ７ ２７   

 由良こども園  ９９ ７ ２５   

 
大谷こども園 ４２ ５ １２ 

0・１歳児は合同クラ

ス 

 

     

２. 訪問者 

 ・教育委員長・教育委員・教育長 …５名  

 ・教委事務局 

（２課長＋２指導主事＋１発達支援室主任＋保育リーダー） 
…６名 

 

 ・幼児教育センター、中部教育局 …１～２名  

    ※訪問者は予定。 

     

３. 計画訪問の実施方法について 

 ※ 前・後期  ２回実施 

前期：平成２９年  ５月２３日（火）～  ５月３１日（水） 

後期：平成２９年１０月３１日（火）～１１月 ８日（水） 

※ 前期・後期とも午前に訪問し、給食を試食する。 

※ 詳しくは、別紙「平成２９年度北栄町立こども園計画訪問実施要項」による。 

 訪問の日程  

 園長説明・保育参観・部長説明及び懇談・給食試食 
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平成２９年度北栄町立こども園計画訪問実施要項 

 

   北栄町教育委員会  

１. 趣 旨 

  各園の教育・保育活動の現状や園経営上の成果と課題についてその実情を把握し、教育・保育

課程実施上の諸問題についての理解を深め、就学前教育・保育の充実に向けて指導・支援する。 

 各園の教育課題を明らかにし、園児の「生きる力の基礎」の向上を図り、魅力ある園経営の創

造について意見交換を行い、今後の教育・保育の推進方策等について協議する。 

 

     

２. 訪問の視点 

 (1) 園児の実態（生活・遊び）について 

(2) 今年度の創意ある園経営の取り組みについて 

・ 学びの基礎を培う取り組み 

・ 研究の取組 特別支援教育の取組 

・ 幼保小中高連携の取り組み 

(3) その他 

・ 施設設備について 

 

     

３. 訪問の内容 

 (1) 保育参観（全学級） 

(2) 園経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取組の重点について 

園経営…園長、教育・保育課程等、研究推進、特別支援教育、連携の取組…部長 

(3) 環境の整備（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

園長・保育部長・幼稚部長など（可能な限り） 

(5) 給食試食（園児の給食の様子参観、食育の取組について） 

 

    

４. 当日の日程 

 ※午前訪問。詳細は、各園と協議する。   

   

５. 留 意 点 

 (1) 園経営等説明にあたっては、園評価のＰＤＣＡサイクルを生かして、園要覧や資料等（A４

版）で具体的・簡潔に説明する。 

(2) 保育参観において、保育公開一覧表及び保育指導案（略案 A４版 縦置き 横書き １人１枚）

を準備する。 

 

     

６. そ の 他 

 町教育委員会の園訪問にあわせて、幼児教育センター、県教育委員会も同行する。  
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平成２９年度北栄町教育委員会 小・中学校計画訪問の実施について 

 

    

北栄町教育委員会 

 

     

１. 小・中学校規模 

小学校…２ 中学校…２    

 学校・園名 
児童・生徒数 

(内:特別支援学級) 

学 級 数 

(内:特別支援学級) 

教 職 員 数 

(休職者等を含む) 
備 考  

 北条小学校 ４０９（３５） １３（７） ４５ 少人数学級（1 年）  

 大栄小学校 ３７０（２７） １３（５） ３９ 少人数学級（1 年）  

 北条中学校 ２０６（６） ８（２） ３０ 少人数学級（1、②年）  

 大栄中学校 ２１２（１４） ７（４） ３３ 少人数学級（1年）  

     

２. 訪問者 

 ・教育委員長・教育委員・教育長 …５名  

 ・教委事務局 

（２課長＋３指導主事） 
…５名 

 

 ・中部教育局 …１名  

  ※訪問者は予定。 

     

３. 計画訪問の実施方法について 

 ※ 前・後期  ２回実施 

前期：平成２９年  ６月 １日（木）～  ６月２９日（木） 

後期：平成２９年１０月１６日（月）～ １１月１７日（金） 

※ 前期・後期とも、１日に２校（午前１校、午後１校）訪問する。 

※ 午前訪問校では、各学級で給食を試食する。 

※ 午後訪問校では、全職員との懇談会（１時間程度）を設ける。 

※ 前期と後期で、訪問の午前と午後を入れ替える。 

※ 詳しくは、別紙「平成２９年度北栄町立小・中学校計画訪問実施要項」による。 

 訪問の日程  

 ・ 午前訪問校 …校長説明・授業参観・主任説明及び懇談・給食・（諸表簿の閲覧） 

 ・ 午後訪問校 …校長説明・授業参観・主任説明・全職員との懇談会・（諸表簿の閲覧） 
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平成２９年度北栄町立小・中学校計画訪問実施要項 

 

   北栄町教育委員会  

     

１. 趣 旨 

  各小・中学校の教育活動の現状や学校経営上の成果と課題についてその実情を把握し、教育課

程実施上の諸問題についての理解を深め、学校教育の充実に向けて支援する。 

 各小・中学校の教育課題を明らかにし、児童･生徒の「生きる力」の向上を図り、魅力ある学

校経営の創造について意見交換を行い、今後の教育の推進方策等について協議する。 

 

     

２. 訪問の視点 

 (1) 児童・生徒の実態（生活・学習）について 

(2) 今年度の創意ある学校経営の取り組みについて 

・ 一人一人の確かな学力向上の取り組み（授業改善、家庭学習の状況） 

・ 豊かな心を育む取り組み 

・ 人権教育の取り組み 

・ 地域に根ざした学校の取り組み 

・ 幼保小中高連携の取り組み 

(3) その他 

・ 教育施設設備について 

 

     

３. 訪問の内容 

 【午前訪問校の場合】  

 (1) 授業参観（全学級）…２・３時限を参観 

(2) 学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取り組みの重点について 

 学校経営…校長、教育課程…教務主任、研究推進…研究主任、人権教育…人権教育主任、 

生徒指導…生徒指導主事（主任）   ⇒下線項目は必須、他は資料のみでもよい 

(3) 学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

 校長・教頭・教務主任・（学年主任）・（研究主任）・（人権教育主任）・（生徒指導主事（主任））   

など（可能な限り） 

(5) 給食試食（各学級で） 

 

 

 【午後訪問校の場合】  

 (1) 授業参観（全学級）…５時限を自由参観 

(2) 学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取り組みの重点について 

 学校経営…校長、教育課程…教務主任、研究推進…研究主任、人権教育…人権教育主任、 

生徒指導…生徒指導主事（主任）   ⇒下線項目は必須、他は資料のみでもよい 
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(3) 学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

 全職員（可能な限り） 

懇談会のテーマ 

 小学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年の特色ある取り組み 

 中学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年・各教科の特色ある取り組み 

    （授業改善、ＩＣＴ機器の利用や家庭学習の定着に向けての取り組みも含めて） 

 
 

    

４. 当日の日程 

 各小・中学校と協議決定する。   

      

５. 留 意 点 

 (1) 学校経営等に関する校長・各主任の説明にあたっては、学校評価のＰＤＣＡサイクルを生か

して、学校要覧や資料等（A４版）で具体的・簡潔に説明する。 

(2)  可能な限り、特色ある学習活動（少人数指導、道徳、特別活動、情報機器や学校図書館の活

用など）や加配を活用した授業が参観できるようにする。 

(3)  授業参観において、午前訪問校は下記の①②を準備する。午後訪問校は②を準備する。 

①学習指導案（略案 A４版 縦置き 横書き １人１枚） 

②学習一覧表（記載項目： 指導者・教科・場所・単元・本時目標・主な学習活動） 

 

     

６. そ の 他 

 町教育委員会の学校訪問にあわせて、県教育委員会も同行する。  
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平成２９年度 北栄町教育委員会計画訪問 

 

施設名 前 期 後 期 

北条こども園 ５月２４日（水）午前 １０月３１日（火）午前 

大誠こども園 ５月３０日（火）午前 １１月 １日（水）午前 

由良こども園 ５月２３日（火）午前 １１月 ７日（火）午前 

大谷こども園 ５月３１日（水）午前 １１月 ８日（水）午前 

北条小学校 ６月１３日（火）午後 １１月１５日（水）午前 

大栄小学校 ６月２８日（水）午前 １０月１６日（月）午後 

北条中学校 ６月２６日（月）午後 １１月１４日（火）午前 

大栄中学校 ６月２０日（火）午前 １１月 ７日（火）午後 
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第３回北栄町いじめをなくそうサミット（平成２９年度） 

 

１ 事業目的 

  北栄町内の小・中学校児童生徒の代表者や教員が参加して、「いじめの問題」に対し真剣に向き

合い、「いじめをなくするために」をテーマに話し合い、学習を行う。学習においては、学校間の

交流を図り、より深い学びにつなげる。学習した結果は、各学校において他の児童生徒に広げ、

いじめを許さない学校づくりを進める。また、地域へいじめ撲滅に向けたアピールを発信する機

会とする。 

 

２ 参加者 

   ○北栄町立小学校児童：２校 各校８名＝１６名 

中学校生徒：２校 各校８名＝１６名 

◯教員：４校 各校２名＝８名 

○教委職員 

 

３ スケジュール 

   ５月上旬：教育連絡会説明 ⇒ ６月：参加者決定 ⇒ ７月：参加者内容確認  

⇒ ８月１８日：事業実施 ⇒ 学校発表等の啓発活動 

 

４ 事業内容 

 （１）サミットでの活動 

・ワークショップ（少人数グループ討議）  

・「いじめをなくするためには」をテーマにしたアピール文を作成（学校ごと）、全体発表 

 （２）サミット後の活動 

・学校：全校発表・情報共有、アピール文掲示 

  ⇒ 「いじめ」防止対策実施、豊かな人間づくり・学級づくり実践 

・教委：ホームページ・ＴＣＣにより活動を紹介 

    じんけんフェスタ２０１７で活動を報告 

⇒ 「いじめ」根絶への取り組み、町民全体への人権意識の高揚促進 

 

５ 事業目標・効果 

○目標 ・「いじめの問題」に真剣に向き合い・話し合い、教育委員会・学校において「いじめ防止対 

策」を進める。 

・北栄町内の小小連携、中中連携、北条・大栄両地区の連携を行う。 

・将来のリーダーとなる人材を育成する。 

○効果 ・「いじめ防止」の取り組みの充実を図ることができる。 

・他の学校の児童生徒と交流することで、学びの深まりと連携の推進ができる。 

・「いじめ対策」に対する意識を高め、リーダー的人材を育成することができる。 
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《教育総務課》

課　長 磯江　昭徳 室　長 藤木　真奈美

室　長 渡辺　健二 室　長 中野　智子

室　長 友定　景子

室　　名 主　　査 副　　査

渡辺　健二 稲井　健二

渡辺　健二 萬　章夫

渡辺　健二 萬　章夫

稲井　健二 渡辺　健二

渡辺　健二 稲井　健二

稲井　健二 吉田　美穂

渡辺　健二 稲井　健二

渡辺　健二 稲井　健二

磯江　昭徳 渡辺　健二

磯江　昭徳 渡辺　健二

磯江　昭徳 渡辺　健二

渡辺　健二 稲井　健二

渡辺　健二 稲井　健二

渡辺　健二 稲井　健二

萬　章夫 渡辺　健二

吉田　美穂 稲井　健二

吉田　美穂 稲井　健二

萬　章夫 小田　信之

吉田　美穂 稲井　健二

吉田　美穂 稲井　健二

渡辺　健二 稲井　健二

稲井　健二 C.J.ハリス

渡辺　健二 稲井　健二

渡辺　健二 稲井　健二

小田　信之 萬　章夫

萬　章夫 小田　信之

小田　信之 萬　章夫

友定　景子 松田　忍

友定　景子 松田　忍

教育内容及びその取り扱いに関すること。

情報公開に関すること

公印、公文書類の管理及び保管に関すること。

県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

学校医等の委嘱に関すること。

学級編成に関すること。

学校給食センターに関すること

分　　担　　事　　務

学校教育室の総括に関すること

教育委員会の会議に関すること

教育財産の管理に関すること。

学校給食ｾﾝﾀｰ
 センター長
　 友定　景子

学校教育室
 室長
　渡辺　健二

総合教育会議に関すること

教育行政評価に関すること

議会対応に関すること

学校予算の編成(学校教育事業の立案を除く)に関すること

事務局、学校、その他機関の人事(県費負担教職員の人事を除く)に
関すること

教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

各種統計及び調査に関すること。

教育に係る「大綱」北栄町教育振興計画に関すること

学校保健衛生に関すること。

個人情報保護に関すること

学校給食に関すること

幼児教育に係る指導助言に関すること

学校教育に係る指導助言に関すること

保・幼・小・中・高の連携に関すること

児童及び生徒の就学に関すること。

小・中学校に関すること。

ＡＬＴ（外国語指導助手）に関すること

教育行政の相談等に関すること。（行政関係）

その他学事に関すること
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室　　名 主　　査 副　　査分　　担　　事　　務

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

中野　智子 福田　香織

宇山　美久 山本由希子

宇山　美久 山本由希子

宇山　美久 山本由希子

福田　香織 山本由希子

福田　香織 山本由希子

福田　香織 山本由希子

福田　香織 山本由希子

山本由希子 中野　智子

山本由希子 中野　智子

山本由希子 福田　香織

山本由希子 福田　香織

中野 智子 福田　香織

中西 春奈 中野　智子

中西 春奈 中野　智子

各 園 長 中西　春奈

中野　智子 前田日登美

前田日登美 中野　智子

前田日登美 中野　智子

前田日登美 中野　智子

前田日登美 中野　智子

前田日登美 中野　智子

前田日登美 中野　智子

三谷　沙織 前田日登美

三谷　沙織 中野　智子

藤木真奈美 中西　春奈

中西　春奈 藤木真奈美

藤木真奈美 中西　春奈

中西　春奈 藤木真奈美

藤木真奈美 中西　春奈

藤木真奈美 中西　春奈

藤木真奈美 中西　春奈

子育て支援室
 室長
　中野　智子

こども園・保育所への入退所に関すること

保育料に関すること

放課後児童クラブに関すること

こども園予算の編成に関すること

行政指導監査に関すること

保・幼・小の連携に関すること

その他の子育て支援に関すること

子育て世代包括支援センターの総括に関すること

母子手帳交付に関すること

就学相談に関すること

子育て支援事業に関すること（パパママ教室、ポイントラリー等）

園における特別支援教育の指導助言に関すること

職員の免許（資格）に関すること

小・中学校における特別支援教育の指導助言に関すること

教育相談・支援に関すること

通級指導教室の運営に関すること

発達障がい等の理解・啓発に関すること

教育・保育に関すること(発達支援・研修関係・指導助言等)

子育て支援室の総括に関すること

臨時職員（保育教諭等）の登録・採用に関すること

認定こども園の管理と運営のサポートに関すること

その他庶務等に関すること

子育て応援パスポートに関すること

子育て支援事業（ショートステイ・トワイライト・病児病後児・休日・一時
預かり）に関すること

各種統計及び調査に関すること

在宅育児世帯支援給付金に関すること

ごみ袋無料配布・積み木セット配布に関すること

子ども子育て支援事業計画に関すること

施設型給付費(委託料）に関すること

こども園委託業務に関すること

こども園保健衛生に関すること

発達支援室
 室長
　藤木　真奈美

発達支援連携協議会の会議に関すること

子育て世代包
括支援センター
 室長（兼）
　中野　智子

乳幼児訪問に関すること

子育て支援に関する相談支援に関すること

子育て支援センターに関すること

ファミリー・サポート・センターに関すること

産前産後サポートに関すること

関係機関との連絡調整に関すること
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H29.4.1 現在

課　長

室　長

室　長

室　　名 主　　査 副　　査 副　　査 副　　査

前田美友紀 手嶋仁美

福嶋奈美 前田美友紀

前田美友紀 手嶋仁美

前田美友紀 手嶋仁美

手嶋仁美 (主)福嶋奈美 前田美友紀

手嶋仁美 前田美友紀 福嶋奈美

福嶋奈美 手嶋仁美 山田なつみ

手嶋仁美 (主)福嶋奈美

前田美友紀 手嶋仁美 福嶋奈美

手嶋仁美 福嶋奈美

前田美友紀 手嶋仁美 山田なつみ

福嶋奈美 前田美友紀

原田浩二 手嶋仁美

手嶋仁美 福嶋奈美

前田美友紀 福嶋奈美 朝倉　弘

手嶋仁美 福嶋奈美

原田浩二 前田美友紀 山田なつみ

原田浩二 谷口和幸 山田なつみ

谷口和幸 原田浩二 前田美友紀 山田なつみ

谷口和幸 前田美友紀

原田浩二 谷口和幸 山田なつみ

原田浩二 谷口和幸

谷口和幸 (スポーツクラブ)

谷口和幸 (スポーツクラブ)

谷口和幸 原田浩二 (スポーツクラブ)

谷口和幸 原田浩二 前田美友紀

谷口和幸 (スポーツクラブ)

谷口和幸 前田美友紀

谷口和幸 (スポーツクラブ) 山田なつみ

谷口和幸 福嶋奈美 山田なつみ

原田浩二 手嶋仁美 朝倉　弘

原田浩二 手嶋仁美 杉本裕史 朝倉　弘

原田浩二 (主)杉本裕史 朝倉　弘

原田浩二 (主)手嶋仁美 谷口和幸 朝倉　弘

原田浩二 前田美友紀 朝倉　弘

前田美友紀 杉本裕史 朝倉　弘

前田美友紀 福嶋奈美 朝倉　弘

福嶋奈美 前田美友紀 杉本裕史

前田美友紀 手嶋仁美 杉本裕史

福嶋奈美 手嶋仁美 朝倉　弘

手嶋仁美 前田美友紀 磯江哲昭 朝倉　弘

手嶋仁美 (主)磯江哲昭 朝倉　弘

手嶋仁美 (主)磯江哲昭 朝倉　弘

福嶋奈美 原田浩二 杉本裕史

手嶋仁美 前田美友紀 杉本裕史 朝倉　弘

文化・芸術に関すること

埋蔵文化財保護に関すること

町指定文化財の管理に関すること

歴史民俗資料館の管理に関すること

文化・芸術に関すること（青少年劇場巡回公演）

文化・芸術に関すること（北栄文化回廊）

文化・芸術に関すること（音楽関係）

文化・芸術関係団体の活動に関すること（民俗芸能伝承）

歴史民俗資料館の運営に関すること

歴史民俗資料等の保存に関すること

地域副読本に関すること

町史に関すること

スポーツクラブの育成・支援・指導に関すること

レクリエーション活動の普及に関すること

レクリエーション活動の普及に関すること(訪問型ニュースポーツ体験事業)

文化財保護委員会に関すること

文化財保護に関すること（由良台場事業）

文化財保護に関すること

体育施設等の管理運営に関すること(スポーツクラブ委託業務)

新成人の集いに関すること

視聴覚教育に関すること

社会体育の振興に関すること（スポーツ表彰）

社会体育の振興に関すること（すいか・ながいも健康マラソン大会）

社会体育の振興に関すること（ウオーキングほか）

スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員に関すること体力測定含む）

スポーツ少年団等に関すること(スポーツクラブ委託業務)

スポーツ等の指導者の研修と養成に関すること(スポーツクラブ委託業務)

学校（体育施設の）開放に関すること

体育施設等の管理運営に関すること(大規模修繕)

社会体育の振興に関すること（県外派遣費補助金）

社会体育の振興に関すること

青少年育成北栄町民会議に関すること

《生涯学習課》

杉本　裕史

日置　昭彦

前田美友紀

分　　担　　事　　務

生涯学習の推進に関すること（生涯学習出前講座）

青少年育成に関すること（絵本活用教育）

青少年育成に関すること（家庭教育）

青少年育成に関すること（放課後子ども総合プラン）

青少年育成に関すること（倉吉地区少年補導センター）

生涯学習の推進に関すること（湖南市子ども交流）

社会教育の振興に関すること

青少年育成に関すること

文化・
スポーツ
推進室

室長
前田美友紀

社会教育調査及び総合企画・指導に関すること

社会教育関係団体の援助指導に関すること

教育相談に関すること

社会教育委員会に関すること

生涯学習の推進に関すること
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室名 主　　査 副　　査 副　　査

日置昭彦 岩垣　慎 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

日置昭彦 岩垣　慎 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

岩垣　慎 日置昭彦 堀江純子

堀江純子 日置昭彦 岩垣　慎

日置昭彦 岩垣　慎 堀江純子

日置昭彦 岩垣　慎 堀江純子

堀江純子 日置昭彦 岩垣　慎

堀江純子 日置昭彦 岩垣　慎

日置昭彦 岩垣　慎 堀江純子

分　　担　　事　　務

人権教育
推進室

人権啓発に関すること

人権啓発活動地方委託事業に関すること

人権教育・啓発推進協議会に関すること

じんけんフェスタに関すること

人権擁護に関すること

人権相談に関すること

北栄人権文化センターの管理運営に関すること

隣保館運営審議会・児童館運営委員会に関すること

その他人権行政に関すること

住宅新築資金に関すること

人権教育の推進に関すること

人権を学ぶ会に関すること

人権学習会に関すること

人権教育のための資料収集作成に関すること

人権教育指導者の研修・養成に関すること
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館　長

司 書

臨時(司書)

臨時(司書)

臨時(事務)

臨時(分室司書)

係　　名 主　　査 副　　査 副　　査

図書館係 妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

　 妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

　 妻由　静代 野田　知枝 木村　匠

　 野田　知枝 妻由　静代 木村　匠

　 野田　知枝 妻由　静代 木村　匠

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

野田　知枝 妻由　静代 木村　匠

野田　知枝 妻由　静代 木村　匠

野田　知枝 妻由　静代 木村　匠

野田　知枝 妻由　静代 原田あかり

妻由　静代 野田　知枝 原田あかり

妻由　静代 野田　知枝 原田あかり

　 妻由　静代 野田　知枝 原田あかり

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

妻由　静代 野田　知枝 一二三操子

北条分室 妻由　静代 野田　知枝 藤井　明美

妻由　静代 野田　知枝 藤井　明美

妻由　静代 野田　知枝 藤井　明美

　 野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

野田　知枝 妻由　静代 藤井　明美

妻由　静代 野田　知枝 藤井　明美講演会・講座・展示・特集等に関すること

貸出業務及び図書の維持管理に関すること

購入図書及び逐次刊行物の収集に関すること

平成２９年度

図書館の建物、物品、図書の維持管理に関すること

寄贈本に関すること

図書館資料の図書館間相互貸借に関すること

図書館まつりに関すること

統計及び調査に関すること

廃棄図書に関すること

展示、特集等に関すること

パソコンの維持管理に関すること

今こそ絵本を！事業に関すること

貸出業務及び図書の維持管理に関すること

ボランティアに関すること

講座・講演等に関すること

ブックスタート事業に関すること

資料相談（レファレンス)に関すること

施設工事に関すること

《図書館》

妻由　静代

分　　担　　事　　務

藤井　明美

野田　知枝

原田あかり

木村　匠

一二三操子

図書館の施設管理に関すること

公用車の使用、管理に関すること

ブックスタート事業に関すること

資料相談(レファレンス)に関すること

職員の服務に関すること

公印、公文書類の管理及び保管に関すること

図書係庶務及び会計、文書取扱に関すること

廃棄図書に関すること

図書館資料の図書館間相互貸借に関すること

図書館関係予算の編成及び執行に関すること

図書館の運営全般に関すること

購入図書及び逐次刊行物の収集に関すること

寄贈本に関すること

図書館の広報に関すること

資料の保管、書庫の維持管理に関すること

ボランティアに関すること
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館　長

副主幹

事務補佐員

主　　査

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

山本　英嗣 大庭　　博 宮川味佐子

山本　英嗣 大庭　　博 宮川味佐子

山本　英嗣 大庭　　博 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

山本　英嗣 大庭　　博 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣

大庭　　博 山本　英嗣 宮川味佐子

大庭　　博 山本　英嗣

《中央公民館》

大庭　　博
平成２９年度

山本　英嗣

宮川味佐子

分　　担　　事　　務 副　　査

公民館の運営全般に関すること

公民館の施設管理に関すること

公印の保管に関すること

職員の服務に関すること

公民館関係予算の編成及び執行に関すること

公民館運営審議会に関すること

自治会公民館の学習支援に関すること

高齢者対象講座に関すること

青少年対象講座に関すること

成人対象講座に関すること

北条民芸実習館活用講座に関すること

北栄文芸に関すること

美術展に関すること

公民館まつりに関すること

ロビー展示に関すること

大栄分館、関係諸機関との連携調整に関すること

北条民芸実習館の施設管理に関すること

文化団体に関すること

施設工事に関すること

公用車の使用、管理に関すること

公民館の広報に関すること
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